
平成

一二

年 月 日 金曜日

山
河

四
号そ

に
供

山 口 県

大公
○
教山

（定期）報

○
告河公

○
公大 毎

第 号

河
川
の
名
称

厚
東
川
水
系
古
川

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

口
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地

）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

の
関
係
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建

す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
九
日

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）
…
…
…

委
告
示

口
県
指
定
史
跡
の
指
定
…
…
…
…
…

告 目

次

示川
区
域
の
変
更
に
よ
る
廃
川
敷
地
等

有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
（

告規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
五

週
火
・
金
曜
日
発
行

等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

築
部
河
川
課
及
び
宇
部
土
木
建

山
口
県
知

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

（
河
川
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

港
湾
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…行

令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十

築
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

事

二

井

関

成

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

済
建
設
部
建
設
課
に
お
い
て
公

土
地

二
、
一
二
二
・
四

山
口
県
告
示
第
四
百
九
十
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許

同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

平
成
十
七
年
九
月
九
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

宇
部
市
大
字
末
信
字
西
中

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

〇
平
方
メ
ー
ト
ル

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第

の
出
願
が
あ
っ
た
。

事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
関
係

山
口
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
、
長

八
六
番
二

八
五
番
二

八
七
番
二

七
四
番
三

八
八
番
二

八
九
番
二

九
〇
番
二

数
量 八

二
番
四

八
二
番
二

七
五
番
五

七
五
番
六

七
六
番
二

八
三
番
二

七
五
番
七

七
五
番
二

塚
七
七
番
二

七
七
番
五

七
七
番
七

七
七
番
六

八
二
番
五

一

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

図
書
は
、
平
成
十
七
年
九
月
九
日

門
土
木
建
築
事
務
所
及
び
長
門
市

おか経

告

示



平成 年 月 日 金曜日 山 口

二

（定期）県 報 第 号

一

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
四

次
の

の
地
点
か
ら

の
地
点

線
に
囲
ま
れ
た
区
域

の
地
点

基
準
点
か
ら
一
九
四

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
六

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
五

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
四

の
地
点

の
地
点
か
ら
七
六

面
積

一
六
、
八
九
六
・
八
〇
平
方
メ

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区

位
置

長
門
市
仙
崎
字
漁
港
南
四
二
九

一
三
及
び
四
二
九
五
の
一
四
地
内

至
る
土
地
の
地
先
公
有
水
面

区
域

成
十
六
年
秋
分
の
満
潮
位
（

の
境
界
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点

長
門
市
仙
崎
の
大
泊

一
三
一
度
一
二
分
二
一

度
一
〇
分
五
一
秒
一
、

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら
一
六

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら
二
五

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら
一
六

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら
二
五

平
成
十
七
年
九
月
九
日

埋
立
区
域

位
置

長
門
市
仙
崎
字
漁
港
南
四
二
九

区
域

次
の
１
の
地
点
か
ら
５
の
地
点・

六
度
二
三
分
四
六
秒
五
・
〇
〇

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

度
二
七
分
一
六
秒
一
、
四
四
三

六
度
二
三
分
四
六
秒
一
四
〇
・

六
度
二
九
分
五
三
秒
一
五
四
・

六
度
一
六
分
三
四
秒
九
〇
・
〇

六
度
一
七
分
五
九
秒
二
九
〇
・

度
一
九
分
一
二
秒
六
三
・
六
六

ー
ト
ル

域五
の
一
、
四
二
九
五
の
三
、
四

並
び
に
同
字
四
二
九
五
の
一
〇

＋
〇
・
七
九
メ
ー
ト
ル
）

山
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
四
度

・
五
〇
六
秒
）
（
以
下

基
準

四
八
二
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地

六
度
二
三
分
四
六
秒
二
七
六
・

六
度
二
三
分
四
六
秒
五
・
一
五

六
度
二
三
分
四
六
秒
三
・
四
一

六
度
一
六
分
三
四
秒
五
五
・
〇

山
口
県
知

五
の
一
〇
地
先
公
有
水
面

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
１

・

メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ん
だ

・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
九
五
の
一
〇
、
四
二
九
五
の

か
ら
同
字
四
二
九
五
の
一
四
に

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と

二
四
分
一
九
・
一
〇
三
秒
東
経

点

と
い
う
。
）
か
ら
一
九
七

点八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

事

二

井

関

成

の
地
点
と
５
の
地
点
を
結
ぶ
平

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

十
七
年
四
月
十
五
日
山
口
県
公

三
、
四
九
〇
平
方
メ
ー
ト

三

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃

零
平
方
メ
ー
ト
ル

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店

平
成
十
七
年
八
月
十
八
日

（
四
八
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
内
の

平
成
十
七
年
九
月
九
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ビ

所
在
地

山
口
市
中
市

二

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃

五

出
願
の
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八

公

（
四
七
九
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

面
積

三
七
、
七
六
二
・
六
〇

三

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

四

出
願
人

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県

山
口
県
知
事

二
井

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
二
二
四
）
に
係
る
大
規
模
小

ル止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

店
舗
面
積
の
合
計
の
変
更
の
届
出

山
口

及
び
所
在
地

町
六
番
九
号

止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

日

告

立
地
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

平
方
メ
ー
ト
ル

関
成

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
美

ル
以
下
と
な
る
日

よ
る
意
見
の
聴
取

が
あ
り
ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
届
出

六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

二

成祢 の

公

告



平成

山
り
、

年 月 日 金曜日

三山

山 口 県

第
一

旨
の

一二

（定期）報

二（
四測

第 号

市
か当

政
課

一

口
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四

次
の
記
念
物
を
山
口
県
指
定
史
跡

作
業
の
期
間

平
成
十
七
年
八
月
十
七
日
か
ら
平

教

育

委

口
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
防
衛
施
設
庁

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
九
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
及

作
業
の
地
域

岩
国
市
三
角
町
二
丁
目

名

称

ホ
ー
ム
プ
ラ
ザ
ナ
フ

所
在
地

美
祢
市
大
嶺
町
東
分

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

八
一
）
公
共
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
十
七
年
九
月
九

及
び
美
祢
市
商
工
観
光
課
に
お
い

平
成
十
七
年
九
月
九
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
）
第

に
指
定
す
る
。

成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

員

会

号
広
島
防
衛
施
設
局
長
か
ら
次
の

山
口
県
知

び
三
級
基
準
点
測
量
）

コ
美
祢
店

三
七
八
の
一

。八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

日
か
ら
同
年
十
月
十
一
日
ま
で

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

在
地

三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

事

二

井

関

成

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

事

二

井

関

成

の
一
地
先
及
び

先

萩
焼
深
川
古
窯
跡

群

長
門
市
深
川
湯

二
四
、
字
東
三

六
四
の
二
、
三

並
び
に
字
三

一
、
一
四
二
八

の
一
、
一
四
七

一
、
一
四
九
六

平
成
十
七
年
九
月
九
日

名

称

所

一
四
九
六
の
二
地

長
門
市
深
川
湯

七
八
の
一
の
う

平
方
メ
ー
ト
ル

長
門
市
深
川
湯

九
六
の
一
の
う

平
方
メ
ー
ト
ル

六
の
二
の
う
ち

方
メ
ー
ト
ル

長
門
市
深
川
湯

七
八
の
一
地
先

平
方
メ
ー
ト
ル

六
の
二
地
先
道

方
メ
ー
ト
ル

本
字
西
三
ノ
瀬
三

ノ
瀬
三
六
三
、
三

六
六
及
び
三
六
八

ノ
瀬
一
四
二
八
の

の
二
、
一
四
七
八

九
、
一
四
九
六
の

の
二
、
一
四
七
八

六
三
及
び
三
六

三
八
・
五
三
平

字
三
六
六
の
う

平
方
メ
ー
ト
ル

湯
本
字
三
ノ
瀬

三
四
・
七
四
平

長
門
市
深
川
湯

六
八
の
う
ち
四

メ
ー
ト
ル

長
門
市
深
川
湯

二
八
の
一
の
う

平
方
メ
ー
ト
ル

八
の
二
の
う
ち

方
メ
ー
ト
ル

在

地

指

定

長
門
市
深
川
湯

二
四
の
う
ち
五

メ
ー
ト
ル

長
門
市
深
川
湯

三

本
字
三
ノ
瀬
一
四

ち
三
〇
八
・
〇
七

本
字
三
ノ
瀬
一
四

ち
二
二
一
・
七
七

及
び
同
字
一
四
九

一
二
八
・
六
〇
平

本
字
三
ノ
瀬
一
四

道
路
四
〇
・
六
二

及
び
同
字
一
四
九

路
五
三
・
八
〇
平

坂
倉

秀
典

坂
田

泥
華

新
庄

貞
嗣

田
原

謙
次

新
庄

貞
嗣

田
原

謙
次

長
門
市

四
の
二
の
う
ち
一

方
メ
ー
ト
ル
、
同

ち
三
五
七
・
五
七

並
び
に
同
市
深
川

一
四
七
九
の
う
ち

方
メ
ー
ト
ル

本
字
東
三
ノ
瀬
三

七
六
・
八
一
平
方

本
字
三
ノ
瀬
一
四

ち
一
五
六
・
八
二

及
び
同
字
一
四
二

一
〇
〇
・
七
七
平

新
庄

貞
嗣

田
原

謙
次

坂
倉

秀
典

坂
田

泥
華

坂
倉

正
治

山
口
県
教
育
委
員
会

地

域

所

有

者

本
字
西
三
ノ
瀬
三

三
〇
・
六
二
平
方

本
字
東
三
ノ
瀬
三

坂
田
久
美
子

教

育

委

員

会



平
成
十

平
成
十
七
年
九
月
九
日
印
刷

発

七
年
九
月
九
日
発
行

発
行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

定
価
一
箇
月

金
二
千
七
百
円
（
送
料
共
）


